
業種割合

休業４日
以上

合計
休業４日

以上
合計 増減数 増減率 （％）

休業４日
以上

合計

3 652 655 2 675 677 -22 -3.2 100.0 2 701 703

3 81 84 1 88 89 -5 -5.6 12.8 1 88 89

食料品 1 22 23 38 38 -15 -39.5 3.5 38 38

木材・家具装備品 21 21 18 18 3 16.7 3.2 18 18

紙・パルプ

窯業・土石 4 4 6 6 -2 -33.3 0.6 6 6

金属・機械 1 12 13 12 12 1 8.3 2.0 12 12

その他 1 22 23 1 14 15 8 53.3 3.5 1 14 15

4 4 2 2 2 100.0 0.6 2 2

57 57 68 68 -11 -16.2 8.7 71 71

土木工事業 17 17 28 28 -11 -39.3 2.6 29 29

建築工事業 32 32 24 24 8 33.3 4.9 26 26

木造建築業 5 5 9 9 -4 -44.4 0.8 9 9

その他 3 3 7 7 -4 -57.1 0.5 7 7

66 66 57 57 9 15.8 10.1 58 58

15 15 15 15 ±0 2.3 15 15

1 1 1 1 ±0 0.2 1 1

9 9 1 4 5 4 80.0 1.4 1 4 5

79 79 79 79 ±0 12.1 80 80

40 40 34 34 6 17.6 6.1 34 34

300 300 327 327 -27 -8.3 45.8 348 348

農業・畜産業 30 30 23 23 7 30.4 4.6 24 24

社会福祉施設 87 87 135 135 -48 -35.6 13.3 149 149

その他 183 183 169 169 14 8.3 27.9 175 175

令和７年１月末現在（未確定）

死亡

前年同期 対前年

　本統計は、労働者死傷病報告書（休業４日以上）を集計したもので、死亡欄の（ ）内は交通事故で内数です。また、管轄は旭川
市、上川町、愛別町、比布町、当麻町、鷹栖町、東神楽町、東川町、美瑛町、幌加内町、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良
野町、占冠村の２市１２町１村です。

内

訳

令和６年

死亡

　　　　区分

　業種別

全 産 業 合 計

製 造 業

土 石 採 取 業

内

訳

令和５年
（確定）

死亡

建 設 業

卸 ・ 小 売 業

清 掃 業

そ の 他 の 事 業

林 業

陸上貨物取扱業

その他の運輸業

道路貨物運送業

内

訳

＜今月のコメント＞
・令和７年1月29日、除雪作業車に配達中のバイクが轢かれる死亡災害が発生しております。除雪作業における
作業手順書を作成し、適切な位置に誘導者を配置する等により、死角を無くし、除雪車との接触災害を防止してくだ
さい。
・屋根や荷台、はしご等からの墜落対策が多発しております。高所作業を行うに当たっては、墜落制止用器具及び
保護帽も必ず使用し、足場や高所作業車、手すり付き脚立や可搬式作業台を使用する等、目的に併せて安全な作
業床を確保してください。
・令和７年２月は第１回　化学物質管理強調月間です。
　安全データシートに基づき、化学物質リスクアセスメントを実施し、ばく露防止措置を決定してください。
・北海道冬季ゼロ災運動（12/1～３/31）

　　※令和６年業種別労働災害発生状況の確定値は、令和７年４月上旬を予定しております。

＜死亡災害ゼロ継続日数＞
（令和７年１月末現在）
・製造業　１か月
・建設業　３年４か月
・運送業　３年６か月
・林業　　 １年６か月
・農業　　 ２年８か月

令和６年 

旭川労働基準監督署

業種別労働災害発生状況 



令和７年１月末現在（未確定）

旭川労働基準監督署

番
号

発生月 曜日 時刻 業種 事故の型 起因物

1 ３ 土 16
プラスチッ
ク製品製造
業

はさまれ、
巻き込まれ

その他の一
般動力機械

2 12 木 11
その他の食
料品製造業

はさまれ、
巻き込まれ

その他の一
般動力機械

3 12 火 10
その他の金
属製品製造
業

飛来・落下

その他の仮
設物、建築
物、構築物

等

令和６年 死亡労働災害発生状況

災害の状況

　被災者は、玉ねぎ選果場において、壊れてしまった「玉ねぎ投
入機械」を同僚と修理していた。被災者がチェーンカバーを外し
た時、機械の架台が回転し、被災者の上半身がはさまれた。

　被災者と同僚２名とで屋外の架台上に仮置きされた鉄骨のケレ
ン作業を行っていた。被災者が鉄骨に下に入って作業を行ってい
たとき、鉄骨のバランスが崩れて架台から落下し、被災者の上に
落ちた。

　被災者は、当該事業場にあるカッターコンパクター内部に詰
まったものを取り除く作業を行っていた。別の労働者は被災者が
作業を行っていることに気づかず、当該カッターコンパクターの
起動ボタンを押下した。被災者は当該カッターコンパクターの
カッターに頭部及び顔部が巻き込まれた。


